
 

 

 

 

 

 

 

本市では、男女が互いに尊重しつつ、一人ひとりが性別にかかわることなく個性と能力を十分に発揮

することができる男女共同参画社会の実現をめざし、平成 24(2012)年 3月に第 3 次男女行動計画を

策定し、男女共同参画の推進に関するさまざまな施策・事業を展開してきました。第３次男女行動計画

期間の終了にあたり、これまでの成果を踏まえ、取り組むべき課題や社会情勢の変化に対応するために

計画を見直しました。本計画は、新たに第４次男女共同参画基本計画「こうのす男女共同参画プラン」

として、以下の位置づけに基づき総合的・体系的に策定したものです。 

 

■ 「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項及び「鴻巣市男女共同参画推進条例」第 10 条第１項

に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的・計画的に推進するための基本的な計画です。 

■ 国の「第４次男女共同参画基本計画」、県の「埼玉県男女共同参画基本計画」を踏まえるとともに

「第６次鴻巣市総合振興計画」や関連する市の諸計画との整合性を図っています。 

■ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV*1防止法）」第２条の３第３項に

規定されている市町村基本計画及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」第６条第２項に規定されている市町村推進計画の内容を含んでいます。 

■ 鴻巣市男女共同参画審議会の意見を尊重するとともに、令和元年度に本市で実施した「男女共同参

画に関する意識・実態調査」やパブリックコメントを通して寄せられた市民の意見等をもとに策定し

ました。 

■ 市・市民・事業者等と協働して取り組み、市政・家庭・職場・地域等における男女共同参画社会の

実現をめざすものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうのす男女共同参画プラン 

家庭 

 

地域 

 

市政 職場 

男女共同参画社会

の実現 

第４次鴻巣市男女共同参画基本計画 

（こうのす男女共同参画プラン） 

計画期間 令和 2 年度～令和 9 年度 

 

 

 

ＤＶ防止及び被害者支

援に関する基本計画 

女性活躍推進法に基づく

市町村推進計画 

意識・実態調査 パブリックコメント 

男女共同参画審議会 

庁内会議 

（男女共同参画行政

推進委員会） 

市民の意見 

 

令和 2(2020)年度～令和９(2027)年度 

 

第４次鴻巣市男女共同参画基本計画 概要版 

計画策定の趣旨・位置づけ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

ひと ひと 

 計画の基本理念と施策体系（基本目標・基本課題） 

計画の基本理念および施策体系（基本目標・基本課題） 

 

女と男、ともに咲かせよう自分らしさの花 

男女共同参画の視点でまちづくり 

  

  

  

   

   

施策の体系図 
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基本目標 

Ⅳ 男女共同参画をすすめる体制 

づくり 

基本理念 

Ⅰ 男女共同参画を推進するための 

  意識づくり 

Ⅱ 職場・家庭における男女共同参画 

  の推進体制づくり 

Ⅲ 男女共同参画のまちづくり 

   
２ 男女共同参画への意識改革と実践 

     
１ 男女共同参画の視点に立った教育・啓発の推進 

   
３ 男女の人権の尊重 

基本課題 

   
４ 配偶者等からの暴力の根絶 

      【DV 防止及び被害者支援に関する基本計画】 

   
５ 働く場における男女共同参画の推進 

    
７ 子育てと介護の支援 

    ６ 家庭生活における男女共同参画の推進 

   
８ 困難を抱える方（貧困・高齢者・障がい等）への 

支援 

11 国際理解の推進 

   
９ 意思決定への男女共同参画の推進 

12 推進体制の整備 

10 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進 

      【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】 

      【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】 

ひ
と 

 

ひ
と 

 



 

 

 

社会通念や慣習による「男らしさ」「女らしさ」から解放され、男女双方の意見が平等に反映される社

会をめざすため、情報提供や啓発活動を実施し、性別による固定的な役割分担意識を解消することが男

女共同参画社会の実現に必要不可欠です。 

また、重大な人権侵害として社会的な問題であるドメスティック・バイオレンス（DV）については、

ＤＶ防止法が令和元年に改正されたことから、庁内外の関係機関との連携をさらに深め、相談・自立支

援体制の充実を図り、被害者支援や意識啓発活動を継続的に行い「暴力を許さない社会づくり」を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画を推進するための意識づくり 

 

 
① 家庭における男女平等の教育・啓発の推進 

② 学校における男女平等の教育・啓発の推進 

③ 地域における男女共同参画学習の促進 

 

 

① ジェンダー※２にとらわれない意識の啓発 

② 男女共同参画を阻害する制度の見直し 

③ 男女共同参画を阻害する慣行の見直し 

 

① メディアにおける女性の人権の尊重 

② リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）※３の 

普及と啓発 

③ セクシュアル・ハラスメント※４やパワー・ハラスメント※５の防止対策の推進 

④ ＬＧＢＴ※６を含む性の多様性の尊重 

 

① 配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発 

② 若年者に対する予防啓発 

③ 被害者のための相談体制・支援体制の充実 

主要
施策 

主要
施策 

主要
施策 

主要
施策 

基本課題１ 男女共同参画の視点に立った教育・啓発の推進 

 

【ＤＶ防止及び被害者支援に関する基本計画】 

 

 

 

基本課題３ 男女の人権の尊重 

 

基本課題４ 配偶者等からの暴力の根絶 

 

 

「男は仕事、女は家庭」という

考え方に同感しますか。 

前回調査(平成 22 年)と比較する

と、「男は仕事、女は家庭」という考

え方に「同感しない」とする割合が

約 30 ポイント上がっています。 

固定的な性別役割分担意識をさ

らに軽減するために、本計画でも基

本目標Ⅰの数値目標として「同感し

ない」割合を掲げており、目標値を

前計画の 50%から引き上げて

80%に設定しています。 

＜意識・実態調査(令和元年)＞ 

 
基本課題２ 男女共同参画への意識改革と実践 

回答数

【全体】令和元年 ( 810 )

平成22年 ( 839 )

【男性】令和元年 ( 328 )

平成22年 ( 349 )

【女性】令和元年 ( 462 )

平成22年 ( 468 )

(%)

11.9

13.5

15.2

18.3

9.1

10.3

66.0

37.7

63.1

33.0

68.2

41.0

19.1

45.9

18.3

46.4

20.1

46.3

1.2

1.7
1.8

1.7
0.6

1.3

1.7

1.2

1.5

0.6

1.9

1.1

同感する 同感しない どちらともいえない

わからない 無回答

（％）



 

 

 

すべての市民が、自分らしく生きるために、互いの人格や生き方を尊重しあい、性別による差別を受

けることなく、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保され、ともに責任を担い、いきいきと活

動できるよう、職場や家庭における男女共同参画の推進体制づくりに取り組みます。 

また、困難を抱える家庭への支援は喫緊の課題となっていることから、ひとり親家庭の生活支援や高

齢者・障がい者への支援など取組を強化していきます。 

 

 

  

 

 

 

基本目標Ⅱ 職場・家庭における男女共同参画の推進体制づくり 

 

 
① 均等な雇用環境の整備 

② ワーク・ライフ・バランス※７の推進 

③ 自営業における経営への男女共同参画の促進 

④ 女性の就労のための支援 

 

① 男女が共に参画する家庭づくり 

② 男性の家事・育児・介護の支援 

① 母子健康事業の推進 

② 社会全体で支援する子育ての推進 

③ 介護の支援 

① 高齢者への支援 

② 障がい者への支援 

③ ひとり親家庭の支援 

 

主要
施策 

主要
施策 

主要
施策 

主要
施策 

基本課題５ 働く場における男女共同参画の推進 

 
【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】（職場編） 

 

基本課題６ 家庭生活における男女共同参画の推進 

 

 基本課題７ 子育てと介護の支援 

 

基本課題８ 困難を抱える方(貧困・高齢者・障がい等)への支援 

 

（ご家庭において）以下のこと

を主に男性、女性のどちらが担

う方がよいと思いますか【理

想】。また、実際にどちらが担当

されていますか【現実】。 

 ＜意識・実態調査(令和元年)＞ 

家事、子育て、介護について、

「共同して分担」の割合を【理想】

と【現実】で比較すると、45 ポイ

ント以上のギャップがみられま

す。このギャップを縮小するため

すべて 35 ポイント以下になるよ

う、基本目標Ⅱの数値目標に設定

しています。 

 

回答数

家事 【理想】 ( 786 )

【現実】 ( 746 )

子育て 【理想】 ( 777 )

【現実】 ( 570 )

介護 【理想】 ( 781 )

【現実】 ( 363 )

0.3

2.1

0.3

1.1

0.5

5.5

72.9

24.4

80.3

34.4

79.4

30.9

22.4

71.3

9.8

61.1

6.1

57.3

4.5

2.1

9.7

3.5

14.0

6.3

主として男性 共同して分担 主として女性 その他

（％）



 

 

本市では、市、市民、事業者、教育関係者が一体となって施策を総合的、計画的に推進していくため、

男女共同参画に関する基本理念などを定めた「鴻巣市男女共同参画推進条例」を平成 24(2012)年 3

月 10 日に施行しました。また、同日付けで「男女共同参画都市宣言」を行いました。このことにより、

今後さらに性別に関わりなく男女の個性と能力が発揮され、社会のあらゆる分野に参画し、責任を分か

ちあい、ともにいきいきと暮らすことができる社会をめざし、さまざまな事業に取り組んでいきます。 

また、本市における女性の各種審議会・委員会への参画は依然として低く、女性の意見が社会に反映

されにくい状況があります。とりわけ、行政の分野においては、施策の決定が女性に大きく影響を与え

ることから、積極的に女性の参画を推進する必要があり、市で行う審議会等への女性の登用を積極的に

すすめるなど、政策や方針を決定する過程への女性の参画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

基本目標Ⅲ 男女共同参画のまちづくり 

 

① 市政への男女共同参画の推進 

② 地域活動の方針決定における男女共同参画の促進 

③ 男女共同参画を促進する人材の養成・交流の促進 

① 男女が共に参画する地域活動の推進 

② 災害分野における女性の参画の拡大 

① 国際交流の推進と外国人に対する支援 
② 国際社会の情報収集・提供 

 

主要
施策 

主要
施策 

主要
施策 

 

基本課題９ 意思決定への男女共同参画の推進 

 
【女性活躍推進法に基づく市町村推進計画】（地域・まちづくり編） 

 

基本課題 10 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進 

 

 基本課題 11 国際理解の推進 

 

「ポジティブ・アクション※８」

という考え方に賛成しますか。 

 ＜意識・実態調査(令和元年)＞ 

ポジティブ・アクション（女性が

あまり進出していない分野で一時的

に女性の優先枠を設けること）への

賛成派（「賛成する」及び「どちらか

といえば賛成する」）の割合が過半数

を占めています。この割合は平成22

年と比べて伸びており、特に男性で

は 14 ポイント増となっています。 

本計画では、市政や災害現場等に、

より女性の意見を反映させるため

に、各種審議会等への女性の登用率

や避難所等における女性スタッフの

割合を基本目標Ⅲの数値目標として

設定しています。 

回答数

【全体】 令和元年 ( 810 )

平成22年 ( 839 )

【男性】 令和元年 ( 328 )

平成22年 ( 349 )

【女性】 令和元年 ( 462 )

平成22年 ( 468 )

21.7

19.7

25.9

16.3

19.5

22.0

34.3

29.1

29.6

25.2

38.5

32.7

33.7

36.5

29.0

38.9

35.7

35.0

4.8

6.9

8.2

11.5

2.6

3.8

2.0

1.7
3.7

2.9
0.6

0.9

3.5

6.1

3.7

5.2

3.0

5.6

賛成する どちらかといえば賛成する

どちらともいえない どちらかといえば反対する

反対する 無回答

(56.0)

(48.8)
(55.5)

(41.5)
(58.0)

(54.7)

（％）



 

 

この計画の基本理念である「女
ひと

と男
ひと

、ともに咲かせよう自分らしさの花～男女共同参画の視点でまち

づくり～」を実現するためには、国、埼玉県等の行政機関と連携しながら、上記の基本目標に掲げた、

広範で多岐にわたる政策、施策の推進体制の整備に加えて、市民への理解を深める啓発活動や市民自ら

が実践する体制づくりが重要です。 

また、行政機関ばかりではなく、市民、事業者、民間団体等も、男女共同参画社会づくりへの自主的

な取組をすすめていくことが望まれます。このため、市民、事業者、民間団体等との協働をすすめ、本

計画の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 男女共同参画の「意識づくり」（基本目標Ⅰ）が、「職場」・「家庭」（基本目標Ⅱ）とまち（「地域」・

「市政」）（基本目標Ⅲ）の土台となり、かつ包括しているというイメージです。 

■ 基本目標Ⅳは、基本目標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを推進するための体制づくりとしての位置づけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標Ⅰ】男女共同参画を推進するための意識づくり 

【基本目標Ⅱ】 

職場・家庭における 

男女共同参画の 

推進体制づくり 

【基本目標Ⅲ】 

男女共同参画の 

まちづくり 

 

【基本目標Ⅳ】

男女共同参画を

すすめる 

体制づくり 

基本目標Ⅳ 男女共同参画をすすめる体制づくり 

 

 
① 総合的な推進体制の整備 

② 市民・事業者・民間団体との連携 

③ 計画の進行管理体制の整備 

 

主要
施策 

※１DV（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から

振るわれる暴力。身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含まれる。 
※２ジェンダー（gender）とは、生物学的な性別（sex）に対して、社会的・文化的につくられる性別（男ら

しさ、女らしさなど）。 
※３リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）とは、人間の生殖システム及びその

機能と活動過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、

社会的に完全に良好な健康状態及びそれを享受する権利、自己決定できる基本的人権。 
※４セクシュアル・ハラスメントとは、望まない性的言動を受けたり、それらへの拒否や抵抗によって働く上

での不利益を被ったりすること。また、性的言動により就業環境が妨げられること。 
※５パワー・ハラスメントとは、職場における権力（パワー）を背景に、業務上の適正な範囲を超えた業務の

負荷をかけたり、業務を与えないなどの嫌がらせをすること。また、それによって部下の人格や権限を

著しく傷つけること。 
※６LGBT とは、L：レズビアン（女性の同性愛者）、G：ゲイ（男性の同性愛者）、B：バイセクシャル（両性

愛者）、T：トランスジェンダー（身体の性と心の性が一致しない人）。 
※７ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和を自ら希望するバランスでとること。 
※８ポジティブ・アクションとは、男女の不平等を是正するため、女性があまり進出していない分野で一時的

に女性の優先枠を設けるなどして、男女の実質的な機会の均等を確保すべきであるという考え方。 
※9デート DV とは、結婚前の恋人間の暴力のこと。特に若い世代への啓発が必要とされている。 

基本課題 12 推進体制の整備 

 



 

 

■教育・啓発プロジェクト 

 本市が積極的に男女共同参画に取り組むことを宣言するともに、子どもの時からの教育・意識啓

発を推進し、男女共同参画の確立に取り組みます。 

 

★家庭における男女共同参画意識づくりの啓発 

★男女共同参画意識を育む教育環境づくり 

★多様な生き方を可能にする進路指導及びキャリア教育の充実 

★ＬＧＢＴなど性的マイノリティへの理解促進のための啓発 

 

 

■暴力防止プロジェクト 

 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、その

防止と被害者支援のための取組を推進し、暴力の根絶を図ることは、男女共同参画を推進していく

うえでの重要な課題となります。 

 特に、ＤＶ被害者の多くは女性であり、本市の女性相談事業においても、ＤＶを含むさまざまな

相談が寄せられていることから、早期に対応・解決することができるよう相談体制や支援体制の充

実に取り組みます。 

 

★暴力を根絶し、発生を防ぐための意識啓発 

★ＤＶ防止に関する啓発・研修の充実 

★デートＤＶ※９防止に向けた啓発活動の推進 

 

 

■活動支援プロジェクト 

 市政や地域活動の方針決定過程への男女共同参画を推進するとともに、女性の活動支援等、いき

いきと活動するための各種支援に取り組みます。 

 

★審議会等への目標女性登用率 

★「鴻巣市審議会等の委員への女性登用推進要綱」の充実 

★市民の自主的な取組の支援 

★女性リーダーの育成 

★自治会や自主防災組織などへの男女共同参画の意識啓発 

★女性の視点に立った防災計画・防災体制づくり地域防災計画や各種対応

マニュアル等の整備 

★災害復興時における男女共同参画の促進 

★避難所等における女性スタッフの増員 

★市民への本プランの周知 

 

 重点プロジェクト 

計画の基本理念および施策体系（基本目標・基本課題） 

 



 

 

基本

目標 
基本課題 目標・指標 

実績値 
令和元年 

(201９) 

目標値 

・期待値 

評価方法 
令和 9 年 

(2027) 

【
Ⅰ
】 

１男女共同参画の視

点に立った教育・

啓発の推進 

「男女共同参画が実現さ

れていると思う」とする女

性の割合 

44.9％ 
50％ 

以上 

「まちづくり

市民アンケー

ト」による 

２男女共同参画への

意識変革と実践 

「男は仕事、女は家庭」に

ついて「同感しない」とす

る人の割合 

66.0％ 
80％ 

以上 

「意識・実態調

査」による 

３男女の人権の尊重 

「リプロダクティブ・ヘル

ス（性と生殖に関する健康

／権利の理念）の認知度 

12.6％ 
50％ 

以上 

「意識・実態調

査」による 

性的マイノリティ 

（LGBT 等）の認知度 
79.0％ 

85% 

以上 

「意識・実態調

査」による 

４配偶者等からの暴

力の根絶 

配偶者からの暴力を受け

た経験が「全くない」とす

る人の割合 

身体的行為 

85.3％ 

全て 

90％ 

以上 

「意識・実態調

査」による 

暴言、精神的嫌が

らせ、脅迫等 

86.5％ 

性的な行為の強要 

90.1％ 

経済的な圧迫 

90.9％ 

【
Ⅱ
】 

５働く場における男

女共同参画の推進 

「ワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）」の

認知度 

48.6％ 
60％ 

以上 

「意識・実態調

査」による 

６家庭生活における

男女共同参画の推

進 

家事の共同分担について

理想と現実のギャップ 

48.5 

ポイント 全て 

35 ポイ

ント 

以下 

「意識・実態調

査」による 

子育ての共同分担につい

て理想と現実のギャップ 

45.9 

ポイント 

介護の共同分担について

理想と現実のギャップ 

48.5 

ポイント 

【
Ⅲ
】 

９意思決定への男女

共同参画の推進 

各種審議会等への女性の

登用率 
26.6% 

35％ 

以上 

実績値（市資

料）による 

10 男女共同参画の

視点に立ったまち

づくりの推進 

避難所等における女性ス

タッフの割合 
19.3％ 

30％ 

以上 

実績値（市資

料）による 

【
Ⅳ
】 

12 推進体制の整備 

鴻巣市男女共同参画行政

推進委員会の女性の登用

率 

14.3％ 
20％ 

以上 

実績値（市資

料）による 

本計画（「こうのす男女共

同参画プラン」）の認知度 
26.7％ 

40％ 

以上 

「意識・実態調

査」による 
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